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８月の松前町１世帯あたりのごみ排出量 

家庭から出るごみの量を意識し、ごみを減らす生活にご協力ください。 
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注意 注意 
　８月から粗大ごみの戸別
収集が始まっています。 
　ごみ置場へは粗大ごみを
出すことはできませんので
注意してください。 （８月末現在１２，２００世帯３１，５３０人） 

生活環境だより 

－家庭でできる環境浄化ボランティア！－ 

　野焼きは法律によって禁止されています。ドラム缶焼却、ブロック積焼却、穴を掘っての焼却
も野焼きと同じです。 
　物を焼くと必ず煙が出ます。特にビニールやナイロン系、プラスチック系の物を焼くと、ダイ
オキシンなどの有害物質が煙となって空気を汚す原因になります。また焼け残った灰にも有害物
質が含まれている可能性があります。 
 
　・家庭からのごみは、指定日に確実な分別で収集場所へ出してください。 
　・事業所からのごみは、廃棄物処理業者に処分を依頼してください。 
 
一人ひとりの心づかいで自然環境を大切にしましょう。 
 
問い合わせ 
　愛媛県松山中央保健所　環境保全課　　941－1111㈹ 
　役場生活環境課　　985－4117

9


